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１ 技術者等の配置条件の改正について 

 

１ 趣旨 

  技術者の能力を最大限活用することにより生産性を向上させ、競争力を強化することを

促す環境整備を図るため、技術者等の配置条件を見直します。 

 

２ 技術者の配置条件の標準化 

  市発注工事における技術者配置について市独自に定めていた規則等を廃止し、技術者の

配置条件を標準化します。 

 

（１）公告時点での技術者の専任指定の廃止 

  工事毎に発注者があらかじめ公告で技術者の専任要否を指定する運用を見直し、契約金

額により建設業法に則った適正な技術者を配置することとします。 

改正前 改正後 

設計金額により発注者が専任を指定 

※設計金額 4,500 万円（建築一式工事 9,000 万円）以上

の場合は入札金額に関わらず専任配置が必須 

契約金額により受注者が適正な技術者を配置 

※契約金額 4,500 万円（建築一式工事 9,000 万円）以上

の場合は専任配置が必要（受注者は入札金額で判断） 

【建設業法 26 条第３項】 

 

（２）監理技術者の必置規制の廃止 

  入札参加資格要件として、あらかじめ監理技術者の資格を有する者の専任配置を求める

運用を見直し、下請予定金額を踏まえ、建設業法に則った適正な技術者を配置することと

します。 

 

改正前 下請金額（改正後） 

下請予定金額に関わらず発注者が監理技術者の

有資格者の配置を義務付け 

※設計金額 5,000万円 

（建築一式工事の場合は、8,000万円）以上の

案件のうち専任配置を指定 

下請予定金額により受注者が監理技術者の有資

格者を配置 

※下請契約合計額 5,000万円 

（建築一式工事の場合は、8,000万円）以上の

場合は監理技術者を配置 

【建設業法第 26条第２項】 

※設計金額により、特定建設業許可を有することを入札参加資格要件とする運用も合わせて廃止する。 
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（３）技術者等の兼務制限の改正 

人材を最大限活用し工事執行の円滑化を図るため、主任技術者等（主任技術者及び監

理技術者をいう。）、営業所技術者及び現場代理人の兼務制限を改正します。 

 ア 営業所技術者の取扱い 

営業所技術者は、営業所ごとに常勤で置かなければなりません。ただし、次の場合には

例外的に現場配置技術者と兼務することができます。（現場代理人は兼務できません。） 

改正前 改正後 

設計金額 兼務制限（要件） 請負代金の額 兼務制限（要件） 

4,000 万円 

(8,000 万円) 

以上 
兼務不可 

4,500 万円 

(9,000 万円)以上 

１億円(２億円)未満 

兼務要件１※１ 

（4,500 万円未満であっても専任配置

をする必要がある場合も含む） 

4,000 万円

(8,000 万円) 

未満 

営業所と工事現場が近接し 

ている場合兼務要件２※２ 

4,500 万円 

(9,000 万円)未満 
営業所と工事現場が近接している場合 

兼務要件２※２ 又は 

上記以外の場合兼務要件１※１ 

（括弧内の金額は建築一式工事における金額である。） 

※１ 兼務要件１  次の要件をすべて満たすこと 

① 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること 

② 兼ねる工事現場の数が１件以下であること 

③ 当該建設工事の請負代金の額が１億円（建築一式工事の場合は２億円）未満であること 

④ 当該営業所と建設工事の工事現場間の距離が、一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ移

動時間が片道おおむね２時間以内であること 

⑤ 建設工事の下請次数が３以下であること 

⑥ 主任技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者（以下「連絡員」という。）を当該建設

工事に配置できること。ただし、当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事の場合は、連絡員が

当該建設工事の種類に関する実務経験を１年以上有する者であること 

⑦ 当該工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術（現場作業員の入退場が遠隔から確認できる

ものとし、ＣＣＵＳ（建設キャリアアップシステム）又はＣＣＵＳとＡＰＩ連携したシステム等）の

措置を講じていること 

⑧ 人員の配置を示す計画書を作成し、当該工事現場に備え置くこと。なお、当該計画書の備え置き及

び保存等は電磁的方法によることができるものとする。 

⑨ 当該工事現場の状況を確認するための情報通信機器（遠隔の現場との必要な情報のやりとりを確

実に実施できるものとして、スマートフォン、タブレット端末又はＷＥＢ会議システム等）が設置さ

れ、かつ通信環境が確保されていること 

⑩ 主任技術者等は所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。上記⑥の連絡員は当該

建設工事において専任や常駐の必要はないが、施工管理の最終的な責任は受注者が負うこと 

また、同一の連絡員が複数の建設工事の連絡員を兼務することができ、一つの建設工事に複数の連

絡員を配置することもできる。上記⑧の人員の配置を示す計画書は建設業法施行規則による帳簿の

保存期間と同じ期間、当該工事現場の帳簿を保存している営業所で保存しなければならない 

 

※２ 兼務要件２  次の要件をすべて満たすこと 

① 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること 

② 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が

近接していること 

③ 当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること 

④ 主任技術者等は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること 
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イ 主任技術者の取扱い 

主任技術者は、請負金額 4,500万円以上の工事では現場に専任で置かなければなりま

せん。ただし、次の要件を満たせば例外的に他の工事の主任技術者等を兼務することが

できます。 

改正前 改正後 

設計金額 兼務制限（要件） 請負代金の額 兼務制限（要件） 

4,000 万円 

(8,000 万円) 

以上 

 

兼務不可 

1 億円（２億円）以上 

密接な関係がある公共工事の場合は 

2 件まで可 

（監理技術者を配置した工事での兼務は不可） 

4,500 万円 

（9,000 万円）以上 

1 億円 (2 億円)未満 

密接な関係がある公共工事の場合又は 

専任特例１号※４適用の場合 

2 件まで 

500 万円以上 

4,000 万円未満 

3 件以内 

ただし、災害復旧に 

係る工事を除く  4,500 万円未満 兼務制限なし 

500 万円未満 兼務制限なし 

 

※３ 密接な関係がある公共工事（建設業法施行令第 27条第 2項） 次の要件をすべて満たすこと  

①工事現場の相互の間隔が 10㎞程度以内  

②兼務する工事箇所が全て府中市内であること 

③工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる公共工事又は施工にあたり相互に調

整を要する公共工事（資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工

する場合等を含む） 

（注）上記の条件をいずれも満たす場合、主任技術者又は現場代理人は、他の公共工事の現場における

現場代理人又は主任技術者と兼務することができる。 

 

※４ 専任特例１号（建設業法第 26条第 3項第 1号） 次の要件をすべて満たすこと 

①各建設工事の請負代金の額が 1億円（建築一式工事の場合は 2億円）未満であること 

②工事現場間が、一日の勤務時間内に巡回可能な距離で、かつ工事現場間の移動時間が概ね 片道 2時

間以内であること 

③下請次数が 3 を超えないこと 

④連絡員(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、1年以上の当該業務の実務経験を有する者)を工事

現場に配置すること 

⑤工事現場の施工体制について、情報通信技術(CCUS 等)を利用する方法により確認するための措置を

講じていること 

⑥人員配置計画書を作成し、各工事現場及び営業所に備え置くこと 

⑦工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマート

フォンやタブレット端末等)が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が

確保されていること 

⑧同一の主任技術者等が、兼務する工事の数が２を超えないこと 
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ウ 監理技術者の取扱い 

監理技術者を配置する工事の場合は、専任配置が必要です。ただし、次の要件を満たせ

ば例外的に他の現場配置技術者と兼務することができます。 

 
※５ 専任特例２号（建設業法第 26条第 3項第 2号） 次の要件をすべて満たすこと  

①それぞれの工事現場に次の➊、➋のいずれかに該当する監理技術者補佐（建設業法施行令第 29 条第

１項に規定）を専任配置すること。ただし、建設工事の種類が、機械器具設置工事、さく井工事、消

防施設工事又は清掃施設工事の場合は➋に限る。 

 

 
 

②府中市内で工事現場間の間隔が 10km程度以内であること 

③監理技術者が施工に係る主要会議に参加し、また、工事現場の巡回及び主要な工程の立会など、元請

としての職務が適正に遂行できる範囲であること 

④監理技術者と監理技術者補佐との間で常時の連絡が取れる体制であること 

⑤情報通信技術の活用方針や、監理技術者補佐の担う業務等について明らかにすること 

⑥監理技術者に関する特例であり、主任技術者及び現場代理人は対象とならない 

⑦同一の監理技術者が、兼務できる工事現場数は２であること 
 

エ 現場代理人 

当該建設工事の現場には、現場代理人を常駐させなければなりません。ただし、次の要

件を満たす場合は、この限りではありません。なお、現場代理人は同一の工事において主

任技術者等及び専門技術者を兼務することができます。 

改正前 改正後 

設計金額 兼務制限(要件) 請負代金の額 兼務制限（要件） 

4,000 万円 

(8,000 万円) 

以上 

兼務不可 

4,500 万円 

(9,000 万円) 

以上 

下記☆その他要件全て満たす場合かつ 

密接な関係がある公共工事の場合は 

2 件まで兼務可能 

（監理技術者を配置した工事での兼務は

不可） 

130 万円以上 

4,000 万円 

(8,000)未満 

☆その他要件全て満たす場合は 

3 件以内 

ただし、災害復旧に係る工事を除く  

200 万円以上 

4,500 万円 

(9,000)未満 

☆その他要件全て満たす場合は 5件以内 

130 万円未満 兼務制限なし 200 万円未満 兼務制限なし 

☆ その他要件 

①府中市発注又は施工場所が府中市内の広島県及び広島県水道広域連合企業団が発注した工事（府中市

発注以外は相手が認めた場合）であること 

②現場代理人の兼務を認めない工事でないこと 

③監督員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等の適切な対応ができること 

④低入札価格調査工事でないこと 

改正前 改正後 

兼務不可 

請負代金の額 兼務制限 

2 億円以上 兼務不可 

2 億円未満 専任特例２号※５適用の場合は 2件まで可 

1 億円未満 

（2億円） 

専任特例１号又は専任特例２号適用の場合は 2 件まで可 

ただし、専任特例 1 号と専任特例 2 号の併用は不可 

➊請負った建設工事の種類に係る主任技術者の資格を有する者のうち、1 級の技術検定の第 1 次検定に合格した者 

➋請負った建設工事の種類に係る監理技術者の資格を有する者 

4



（４）配置予定技術者等の配置期間の緩和 

 一般競争入札で、入札参加資格要件として配置予定の主任技術者等及び現場代理人に

求める工事実績について、対象となる工事の従事期間に係る要件を緩和します。 

項目 改正前 改正後 

配
置
期
間 

工事の全期間に従事 

次の期間を除く工事の全期間に従事 

・工事の始期から現場施工に着手するまでの期間※６ 

・工事を全面的に一時中止している期間 

・工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間 

・工事完成通知の提出以降、引渡しを受けるまでの期間 

※６ 現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間 

 

（５）受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係 

建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場に配置する主任技術者等及び現場代理

人については、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされてお

り、次のような者の配置は認められません。 

  ・在籍出向者や派遣等、直接的な雇用関係を有していない者の場合 

  ・工事期間のみの短期雇用の者の場合 

なお、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために配置する現場代理人及び主

任技術者等については、「恒常的な雇用関係」として、入札の申込みのあった日以前に、

３か月以上の雇用関係があることが必要です。 

ただし、直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いには、持株会社の子会社への出向は認め

るなど例外の場合もありますので、詳しくは「監理技術者制度運用マニュアル（出典元：

国土交通省）」をご確認ください。 

ここで、「入札の申込みのあった日」とは、次の日をいいます。 

  一般競争入札：開札日の前日 

指名競争入札：入札執行日 

随意契約：見積書提出日 
 

※直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する物（どれか一つ） 

・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し 

・監理技術者資格者証（所属建設業者名が記載されているもの）の写し 

・住民税特別徴収税額の決定（変更）通知書（特別徴収義務者用）の写し 

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 

・事業所発行の雇用証明書 

（配置予定技術者の氏名、生年月日、雇用開始年月日、雇用形態（正規従業員であること

がわかるもの）、所属会社の住所、証明者（代表者等）氏名、商号又は名称、証明年月

日、証明者印が押印されたもの）                   

  ・・・等 

３ 施行期日 
令和８年４月１日以降に指名・公告等する工事から実施します。 
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２ 建設工事における低入札価格調査制度の改正について 

 

１ 低入札価格調査制度と最低制限価格制度の適用対象の変更 

（１）趣旨 

建設工事においては、品質確保やダンピング受注による下請業者へのしわ寄せ防

止のため、低入札価格調査制度を設けています。 

こうしたなか、手抜き工事・下請けしわ寄せ・契約不履行を防止し、技能者の賃

金引上げ、ひいては、建設業の担い手確保につなげるため、さらなるダンピング防

止対策の強化が求められています。 

そのため、低入札を防ぎ、地域経済及び地域社会の健全な発展につなげるため、

低入札価格調査制度の一部改正を行います。 

 

（２）変更内容 

 改正前 改正後 

低入札価格

調査制度 

設計金額 1,000 万円以上の建設

工事へ適用 

総合評価落札方式による入札案件

のみ対象 

最低制限 

価格制度 

設計金額 1,000 万円未満の建設

業務へ適用 

（随意契約を除く） 

総合評価落札方式以外の入札案件

が対象 

（随意契約を除く） 

 

（３）改正理由 

  低入札価格調査制度は、発注者にとっても専門的で高度な技術力が必要となるな

ど事務的な負担も大きく、調査制度も形骸化しやすいという指摘もあります。そこ

でダンピング受注対策として必要に応じて最低制限価格制度を活用し実効性を確保

するよう国からの通知もあり、中小規模で標準的な工事等を主に実施する本市にお

いては、低入札価格調査制度の対象となる工事を変更します。なお、価格とともに

技術力が求められる総合評価落札方式による案件は、最低制限価格を設定できない

ことからも、引き続き低入札価格調査制度を適用します。 
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２ 低価格入札者と契約する場合の措置 

項目 改正前 改正後 

入札参加制限 
過去３か月以内での低価格入札で 

の契約がないこと 

引渡しまでの間の市発注工事等への参

加を制限 

技術者の追加配置 なし 

設計金額 5,000 万円以上の場合、 

監理技術者又は主任技術者と同程 

度の技術者を専任で１名配置 

技術者と現場代 

理人の兼務制限 
なし 

設計金額 5,000 万円未満の場合、 

監理技術者又は主任技術者と現場 

代理人の兼務禁止 

現場代理人の他 

工事との兼務 
兼務不可 兼務不可 

契約保証金の額 請負代金額の１０分の３以上 請負代金額の１０分の３以上 

契約解除に伴う 

違約金 
請負代金額の１０分の３ 請負代金額の１０分の３ 

前払金の額 請負代金額の１０分の２以内 請負代金額の１０分の２以内 

契約不適合責任 

期間 

引渡しから４年(木造建築物、設備機器

本体等の場合は２年) 

引渡しから４年(設備機器本体等の 

場合は２年) 

 

３ 適正な履行確保の基準の改正 

（１）失格基準価格の設定 

入札金額が失格基準価格に満たない場合は、契約の内容に適合した履行が 

されないおそれがあると認め、「失格」となります。 

失格基準価格=①～④の合計額 

① 市が積算した直接経費(直接工事費＋共通仮設費積上分)×０.９ 

② 市が積算した共通仮設費率分×０.８ 

③ 市が積算した現場管理費×０.８ 

④ 市が積算した一般管理費等×０.３ 

 

（２）低入札価格調査の強化 

さらなる品質確保を図るため、調査において低入札価格調査報告書等の提 

出を求めるものとします。 

ア 低入札価格調査報告書 

イ 当該価格で入札した理由 

ウ 施工計画書(安全管理に関するもの) 
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エ 配置予定補助者の資格・工事経験調書(配置を求める工事に限る。) 

オ 手持ち工事の状況 

カ 契約対象工事個所と低価格入札者の事務所、倉庫等との関連 

キ 手持ち資材の状況 

ク 資材購入先一覧 

ケ 手持ち機械の状況 

コ 労働者の確保計画 

サ 工種別労務者配置計画 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日以降に指名・公告等する工事から実施します。 
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３ 抽選一抜け方式の導入について 
 
 

１ 趣旨 

入札の意義を尊重しつつ事業者の幅広い受注機会の確保を図ります。 

２ 抽選一抜け方式とは 

抽選一抜け方式とは、競争入札に付す複数の案件において、落札候補者（又は落札者。

以下同じ。）を決定する順位をあらかじめ定め、抽選で落札候補者となった者のその後の

抽選による入札を無効とすることにより、順次その後の案件の落札候補者を決定する入札

方式です。 

３ 内容 

（１）対象工事の指定    

対象工事は、次に掲げるすべての要件に該当する案件から指定し、入札公告又は指名

通知時に「抽選一抜け方式の対象工事」であることを明示します。 

  ・同一日に入札公告又は指名通知を行い、かつ同一日に開札する案件 

・落札者の決定方法が総合評価落札方式によらない価格競争方式の案件 

  ・建設工事の種類、入札の選定方式（一般競争入札・指名競争入札）が同一の案件 

（２）執行方法 

   次ページのとおり 

 

４ 施行期日   

令和８年４月１日以降に公告・指名する工事から実施します。 
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４ 週休２日制工事の実施について 
  

１ 趣旨  

建設産業において就業者の高齢化と担い手不足が進行するなか、将来にわたり社会資本

を整備し維持していくためには、若手技術者等の確保・育成が重要な課題となっており、

対応策の一つとして、週休２日の確保による建設現場の就労環境の改善が求められていま

す。 また、働き方改革関連法の施行により令和６年４月からは建設業にも時間外労働の

上限規制が導入され、上限規制を企業が違反した場合には罰則が科せられます。 

このことを踏まえ、府中市が発注する建設工事において、持続可能な建設産業に向けた

労働環境の改善を目的とし、建設工事の週休２日制を次のとおり実施します。  

  

２ 定義 

（１）週休２日とは、工事着手日（現場作業開始日）から工事完了日（以下「対象期間」

という。）において、４週間（２８日）の内に休日を８日以上の割合で設けることで

す。ただし、年末年始の６日間及び夏季休暇の３日間は週休２日の休日扱いから除き

ます。 

（２）週休２日の設定は、次に示す月単位と通期があります。 

ア 月単位の週休２日は、対象期間において、全ての月単位（工事着手日から２８日

毎を一月とします。）で週休２日とします。ただし、対象期間が４週間に満たない場

合又は月単位による端数が生じた場合は、通期で週休２日を達成していれば、月単

位で達成したものとします。 

イ 通期の週休２日とは、対象期間全体を通じて、週休２日の割合とするものです。

（通期の場合は、経費の補正はありません。） 

（３）工事種別は週休２日適用工事と週休２日交替制適用工事があります。 

ア 週休２日適用工事は、対象期間中週休２日の割合で現場を閉所して休日を設ける

工事です。 

イ 週休２日交替制適用工事とは、現場を閉所とせず技術者及び技能労働者が、休日

を交替で設定し、技術者・労働者の全員が週休２日を達成するものです。 

 

３ 発注方式 

  発注の方式は、次のとおりです。 

 ア 発注者指定型 発注者が週休２日適用工事に指定し、補正係数を乗じた経費で設計

しています。 

 イ 受注者希望型 週休２日適用工事による設計は行っておらず、受注者が希望すれば

週休２日適用工事として取り扱います。 
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工事種別及び設計金額による発注方式は、原則、次の表のとおりとします 

工事種別 設計金額 発注方式（原則） 

週休２日適用工事 
2,000 万円以上 発注者指定型 

2,000 万円未満 
受注者希望型 

週休２日交替制適用工事 全て 

 ※月単位の取組で実施するものとするが、達成困難な場合は通期の取組とします。 

 

４ 実施方法 

（１）受注者希望型において週休２日（交替制）適用工事を実施する場合は、契約後速や

かに工事打合せ簿等により発注者へ申し出て、工事着手までに休日取得計画表を提出

することとします。また、毎月７日までに休日の取得状況が確認できる書類（日誌、

出勤簿等）を監督職員へ提出してください。 

（２）週休２日を実施することを理由とする工期延長は認めません。 

（３）やむをえず発注者指定型工事において週休２日が実施できない場合も、速やかに発

注者へ申し出てください。 

 

５ 経費等の補正 

受注者希望型工事において月単位の週休２日（交替制の場合も）が実施できた場合

は、別に定める経費の補正係数を乗じて設計変更（増額）を行います。また、発注者指

定型の工事において月単位の週休２日（交替制）が実施できなかった場合は、補正係数

を除く設計変更（減額）を行います。 

 

６ 施行期日  

令和８年４月１日以降に指名・公告等する工事から実施します。 
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※シートの保護はパスワードを設定しておりませんので、必要に応じて解除してください。

※ページが足りない場合は、シートをコピーして対応してください。

休日取得計画表の作成（例）

（ 参考） 通期の現場閉所率算定
夏休 ： 夏季休暇（ 3日間）
正月 ： 年末年始休暇（ 6日間）

工場製作のみを実施している期間,

一時中止している期間等

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

行

事

海

の

日

計画 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 休日 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 28 9 28 9

実施 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 休日 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 休日 作業 作業 休日

月 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

日 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

行

事

山

の

日

振

替

休

日

計画 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 休日 作業 夏休 夏休 夏休 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 25 9 25 9

実施 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 休日 作業 夏休 夏休 夏休 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日

月 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

日 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

行

事

敬

老

の

日

秋

分

の

日

計画 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 休日 作業 作業 作業 作業 休日 休日 28 9 28 9

実施 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 休日 作業 作業 作業 作業 休日 休日

月 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

日 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

行

事

振

替

休

日

ス

ポ
ー

ツ

の

日

計画 休日 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 休日 作業 作業 作業 作業 休日 休日 28 10 28 10

実施 休日 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 休日 作業 作業 作業 作業 休日 休日

月 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

日 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

行

事

文

化

の

日

振

替

休

日

計画 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 19 4 19 4

実施 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業

月 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

日 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

行

事

勤

労

感

謝

の

日

計画

実施

月 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

日 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

行

事

元

日

計画

実施

月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

日 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

行

事

成

人

の

日

計画

実施

別紙４計画・ 実施工程表

休暇日数
率

対象日数

計画 実施

休

暇

取

得

日

数

単

位

期

間

判

定

単

位

期

間

判

定

休

暇

取

得

日

数

８

期

間

目

対

象

日

数

休

暇

予

定

日

数

単

位

期

間

判

定

対

象

日

数

７

期

間

目

対

象

日

数

休

暇

予

定

日

数

単

位

期

間

判

定

対

象

日

数

休

暇

取

得

日

数

４

期

間

目

対

象

日

数

休

暇

予

定

日

数

単

位

期

間

判

定

対

象

日

数

休

暇

取

得

日

数

単

位

期

間

判

定

単

位

期

間

判

定

対

象

外

対

象

外21. 1% 21. 1%

休

暇

取

得

日

数

６

期

間

目

対

象

日

数

休

暇

予

定

日

数

単

位

期

間

判

定

対

象

日

数

５

期

間

目

対

象

日

数

休

暇

予

定

日

数

単

位

期

間

判

定

対

象

日

数

ク

リ

ア

達

成36. 0% 36. 0%

３

期

間

目

対

象

日

数

休

暇

予

定

日

数

単

位

期

間

判

定

対

象

日

数

休

暇

取

得

日

数

32. 1% 32. 1%

単

位

期

間

判

定

ク

リ

ア

達

成35. 7% 35. 7%

単

位

期

間

判

定

ク

リ

ア

達

成

128
41

２

期

間

目

対

象

日

数

休

暇

予

定

日

数

単

位

期

間

判

定

対

象

日

数

休

暇

取

得

日

数

実施

作業日

休日 ： 休日 通期の現場閉所

月単位の現場閉所

１

期

間

目

対

象

日

数

休

暇

予

定

日

数

単

位

期

間

判

定

対

象

日

数

休

暇

取

得

日

数

単

位

期

間

判

定

ク

リ

ア

単

位

期

間

判

定

実施

第１ 週 第２ 週 第３ 週 第４ 週
計画

達

成32. 1% 32. 1%

入力凡例
作業日・ 休日 週休2日の対象外

作業 ：
128

中止 ：

現場作業着手日： 2024/7/1 ， 現場作業完了日： 2024/11/8

32. 0%

計画

41
32. 0%

ク リ ア

ク リ ア

達成

達成

工事着手日 工事完了日

様式 １

対象期間を通して、＜月単位＞＜通期＞それぞれで

達成できていれば「達成」、できていなければ「未達成」と表示します。

「入力凡例」を参考に、該当項目をプルダウンより選択してください。

月日や行事は自動的に更新します。 月ごとの達成状況を表示します。

着手日・完了日を入力してください。

※工期ではありません。

28日に満たない期間は、月単位の判定から除外します。

なお、通期の判定には含まれます。

入力する箇所 自動表示する箇所

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

計画 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 28 8 28 8

実施 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日

計画 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 28 8 28 8

実施 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日

計画 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 28 8 28 8

実施 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業

計画 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 28 8 28 8

実施 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業

計画 作業 作業 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 休日 作業 作業 作業 作業 28 8 28 8

実施 作業 作業 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 休日 作業 作業 作業 作業

計画 作業 作業 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 休日 作業 作業 作業 作業 28 8 28 8

実施 作業 作業 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 休日 作業 作業 作業 作業

作

業

員

E

作

業

員

F

行

事

作

業

員

A

作

業

員

B

作

業

員

C

作

業

員

D

ク

リ

ア

28. 6% 28. 6%

ク

リ

ア

達

成28. 6% 28. 6%

ク

リ

ア

達

成28. 6% 28. 6%

28. 6% 28. 6%

ク

リ

ア

達

成

28. 6%28. 6%

達

成

実施

１

期

間

目

対

象

日

数

休

暇

予

定

日

数

単

位

期

間

判

定

対

象

日

数

休

暇

取

得

日

数

単

位

期

間

判

定

ク

リ

ア

第１ 週 第２ 週 第３ 週 第４ 週
計画

達

成28. 6% 28. 6%

ク

リ

ア

達

成

月

日

曜日

交替制は作業員ごとに、該当項目をプルダウンより選択してください。

なお、計画の欄は、原則、記入不要です。
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（参考）通期の現場閉所率算定
夏休 ： 夏季休暇（3日間）
正月 ： 年末年始休暇（6日間）

工場製作のみを実施している期間,
一時中止している期間等

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

月 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

日 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

行

事

昭

和

の

日

憲

法

記

念

日

み

ど

り

の

日

こ

ど

も

の

日

振

替

休

日

計画 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 休日 作業 作業 作業 休日 休日 休日 作業 作業 28 10 28 9

実施 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 休日 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業

月 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6

日 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

行

事

計画 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 26 8 26 8

実施 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業 作業 作業 作業 休日 休日 作業 作業

月 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7

日 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

行

事

計画

実施

月 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

日 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

行

事

海

の

日

計画

実施

月 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

日 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

行

事

山

の

日

計画

実施

月 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

日 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

行

事

敬

老

の

日

国

民

の

休

日

秋

分

の

日

計画

実施

月 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

日 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

行

事

ス

ポ
ー

ツ

の

日

計画

実施

月 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

日 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

行

事

文

化

の

日

計画

実施

入力凡例
作業日・休日 週休2日の対象外

作業 ：
54

中止 ：

工事着手日： 2026/4/10 工事完了日： 2026/6/2

33.3%

計画

17
31.4%

クリア

クリア

達成

達成

単
位
期
間
判
定

実施

第１週 第２週 第３週 第４週
計画

達
成35.7% 32.1%

54
18

２
期
間
目

対
象
日
数

休
暇
予
定
日
数

単
位
期
間
判
定

対
象
日
数

休
暇
取
得
日
数

実施

作業日

休日 ： 休日 通期の現場閉所

月単位の現場閉所

１
期
間
目

対
象
日
数

休
暇
予
定
日
数

単
位
期
間
判
定

対
象
日
数

休
暇
取
得
日
数

単
位
期
間
判
定

ク
リ
ア

対
象
日
数

休
暇
予
定
日
数

単
位
期
間
判
定

対
象
日
数

対
象
外

対
象
外30.7% 30.7%

３
期
間
目

対
象
日
数

休
暇
予
定
日
数

単
位
期
間
判
定

対
象
日
数

休
暇
取
得
日
数

単
位
期
間
判
定

単
位
期
間
判
定

休
暇
取
得
日
数

４
期
間
目

対
象
日
数

休
暇
予
定
日
数

単
位
期
間
判
定

対
象
日
数

休
暇
取
得
日
数

単
位
期
間
判
定

単
位
期
間
判
定

休
暇
取
得
日
数

６
期
間
目

対
象
日
数

休
暇
予
定
日
数

単
位
期
間
判
定

対
象
日
数

５
期
間
目

８
期
間
目

対
象
日
数

休
暇
予
定
日
数

単
位
期
間
判
定

対
象
日
数

７
期
間
目

対
象
日
数

休
暇
予
定
日
数

単
位
期
間
判
定

対
象
日
数

休
暇
取
得
日
数

単
位
期
間
判
定

単
位
期
間
判
定

休
暇
取
得
日
数

様式１休日取得計画表（週休２日・現場閉所）

休暇日数
率

対象日数

計画 実施
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５ 建設工事における工事費内訳書への労務費等の記載について 

 

令和６年６月１４日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、公共

工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、「材料費、労務費及び

当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費と

して国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」の

内訳を記載した内訳書の提出が義務化されました。 

それに伴い、工事費内訳書に次の項目の記載を必須とします。 

 

 追加された記載事項 

  ・材料費 

  ・労務費 

  ・法定福利費 

  ・建設業退職金共済契約に係る掛金 

  ・安全衛生費 

 

工事費内訳書は任意様式ですが、以下を参考にして内訳書の下段に記載するか、

または内訳書内に該当する項目を記載してください。 

 

費目・工種・施工名称

など 

数量 単位 単価 金額 備考 

      

      

      

工事費計    〇〇〇円  

（直接工事費のうち、材料費 ○○○○円） 

（直接工事費のうち、労務費 ○○○○円） 

（現場管理費のうち、法廷福利費の事業主負担額 ○○○○円） 

（現場管理費のうち、建退共制度の掛金 ○○○○円） 

（工事原価のうち、安全衛生経費 ○○○○円） 

 

※各項目の記載については、国土交通省発「労務費ダンピングを防止する 

ための公共発注者ガイドライン」を参照してください。なお、当該資料の 

該当ページ抜粋を次ページ以降に参考添付しています。 

 

 施行期日 

令和８年４月１日以降に指名・公告等する工事から実施します。 

15



 

 

 

  

労務費ダンピングを防止するための公共発注者ガイドライン（R7.12国交省発） 

参考 

16



 

 

 

  

17
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６ 測量及び建設コンサルタント等業務における最低制限価格 

及び低入札調査基準価格の見直しについて 
１ 趣旨 

建設業の担い手確保や品質向上を目指し、ダンピング受注による弊害（下請への

しわ寄せ等）を防止するため、低入札価格調査制度の一部改正を実施します。 

 

２ 最低制限価格及び低入札調査基準価格の適用対象の変更 

 改正前 改正後 

低入札価格

調査制度 

設計金額 1,000 万円以上の業務

へ適用 

総合評価落札方式による入札案

件のみ対象 

最低制限 

価格制度 

設計金額 1,000 万円未満の業務

へ適用 

（随意契約を除く） 

総合評価落札方式以外の入札案

件が対象 

（随意契約を除く） 

 

３ 最低制限価格及び低入札調査基準価格の算定方法の見直しについて 

 【改正前】 【改正後】 

測量業務 直接測量費   ×1.00 

測量調査費   ×1.00 

諸経費     ×0.48 

直接測量費   ×1.00 

測量調査費   ×1.00 

諸経費     ×0.50 

建築関係建設コンサル

タント業務（変更なし） 

直接人件費   ×1.00 

特別経費    ×1.00 

技術料等経費  ×0.60 

諸経費     ×0.60 

直接人件費   ×1.00 

特別経費    ×1.00 

技術料等経費  ×0.60 

諸経費     ×0.60 

土木関係建設コンサル

タント業務 

直接人件費   ×1.00 

直接経費    ×1.00 

その他原価   ×0.90 

一般管理費等  ×0.48 

直接人件費   ×1.00 

直接経費    ×1.00 

その他原価   ×0.90 

一般管理費等  ×0.50 

地質調査業務 直接調査費   ×1.00 

間接調査費   ×0.90 

解析等調査業務費×0.80 

諸経費     ×0.48 

直接調査費   ×1.00 

間接調査費   ×0.90 

解析等調査業務費×0.80 

諸経費     ×0.50 

補償関係コンサルタン

ト業務 

直接人件費   ×1.00 

直接経費    ×1.00 

その他原価   ×0.90 

一般管理費等  ×0.45 

直接人件費   ×1.00 

直接経費    ×1.00 

その他原価   ×0.90 

一般管理費等  ×0.50 

※上記以外の業務については、最低制限価格（低入札基準価格）は設定しないものとする。 

※最低制限価格（低入札調査基準価格）は府中市が積算した業務費の内訳に、それぞれに定める一

定の割合を乗じ、合計したものとする。 
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（１）最低制限価格の設定（総合評価落札方式以外） 

  ア 最低制限価格が、予定価格の７０％から８５％の範囲内の場合は、当該価

格の１万円未満の端数を切り上げた額を最低制限価格として設定します。 

   （２以上の業務から構成される場合は、端数処理する前の金額を合計し、そ

の合計額を最終的に切り上げるものとする。） 

  イ 最低制限価格が、予定価格の８５％を超える場合は予定価格の８５％の額

を、予定価格の７０％に満たない場合は予定価格の７０％の額を最低制限格

として設定します。 

 

（２）低入札調査基準価格の設定（総合評価落札方式） 

  ア 低入札調査基準価格が、予定価格の７０％から８５％の範囲内の場合は、

当該価格の１０万円未満の端数を切り上げた額を低入札調査基準価格とし

て設定します。 

   （２以上の業務から構成される場合は、端数処理する前の金額を合計し、そ

の合計額を最終的に切り上げるものとする。） 

  イ 低入札調査基準価格が、予定価格の８５％を超える場合は予定価格の８

５％の額を、予定価格の７０％に満たない場合は予定価格の７０％の額を低

入札調査基準価格として設定します。 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日以降に指名・公告等する業務から実施します。 
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７ 契約締結手続き期間の見直しについて 

 

１ 趣旨 

建設工事等の入札契約に係る落札者等の負担軽減を図るため、契約手続き期間

から「府中市の休日を定める条例」（平成元年条例第１９号）第１条第１項に定め

る市の休日を除くこととします。 

 

２ 内容 

次のとおり、契約手続きを変更する。 

項目 基準 

「入札条件及び注意事項」 

８ 契約の締結 

落札者は、落札決定の通知を受けた日から

５日以内に契約を締結するものとし、議会の

議決が必要な場合には落札決定の通知を受け

た日から５日以内に仮契約を締結し、議決後

本契約を締結するものとする。（議会の議決が

必要な契約は、予定価格が１億５千万円以上

である。） 

「入札条件及び注意事項」 

８ 契約の締結 

落札者は、落札決定の通知を受けた日から

５日（府中市の休日を定める条例第１条第１

項に規定する市の休日を除く。以下同じ。）以

内に契約を締結するものとし、議会の議決が

必要な場合には落札決定の通知を受けた日か

ら５日以内に仮契約を締結し、議決後本契約

を締結するものとする。（議会の議決が必要な

契約は、予定価格が１億５千万円以上であ

る。） 

例

（変更前）

水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日
落札決定

通知

契約

手続期間

（変更後）
－ －

水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日
落札決定

通知 － －
契約

手続期間

（４日目） （５日目）

（１日目） （２日目） （３日目） （４日目） （５日目）

（１日目） （２日目） （３日目）
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８ 電子保証の導入について 

 

１ 趣旨 

契約関係事務のデジタル化を推進するため、電子保証を導入します。市内業者

の受注機会の確保や不可抗力による履行遅延等のリスクを分散化することを目的

に実施します。 

 

２ 内容 

契約保証及び前払金保証について、紙媒体での保障証書等の提出に加えて、電

磁的記録により発行された保証証書等（電子証書等）の提出を可能とすします。 

 

 （電子保証の対象となるもの） 

区分 保証事業会社 損害保険会社 

契約保証 契約保証証書 
履行保証保険証書 

公共工事履行保証証券 

前払金（中間前払金）保証 前払金保証証書 － 

 

３ 対象 

建設工事、測量・建設コンサルタント等業務 

 

４ 施行期日 

令和８年４月１日以降に指名・公告等する工事・業務から実施します。 
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電子証書等の提出方法 

 

【保証事業会社の場合】 

電子保証等
閲覧サービス
（D-Sure）

保証事業会社
③電子証書の送信

発注者
（府中市）

受注者
⑤認証キー等の提出

⑥

電
子
証
書

の
確
認

④

保
証
契
約

内
容
の
確

認

　

認
証
キ
ー

を
取
得

②

保
証
契
約

の
締
結

①

保
証
の
申

込
み

 

※ 発行された認証キー（PDF ファイル）を電子メールに添付し、府中市監理課のメールアドレス宛に提出 

 

【損害保険会社の場合】 

　パスワードを通知

④閲覧用URLを通知

（メール自動送信）

（メール自動送信）
 ④閲覧用パスワードを通知

　③証券等のアップロード

発注者
（府中市）

受注者

⑥閲覧用URL・閲覧
用

⑤
閲
覧
用
パ
ス
ワ
ー

ド
を

　
通
知

①
保
証
の
申
込
み

②
保
証
契
約
の
締
結

保証証券等確認
システム

保険会社　代理店

⑦
証
券
等
の
確
認
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※土木一式工事に係る下請制度運用の厳格化について 
 

本市が市内業者へ発注する土木一式工事について、地域内経済循環の確保及び制
度の適正運用を図るため、下請制度の運用を次のとおり厳格化します。 

 

１ 下請制度の基本的な取扱い 
（１）契約金額 300 万円未満の建設工事（舗装工事、法面工事及び建築一式工事を除く。） 

 主たる部分の工事については、下請負を行わないこと。 

（２）市内認定業者へ発注する土木一式工事 

   下記に掲げる理由により届出を要しない場合を除き、工事の一部を下請負に
付する場合は、原則として市内業者へ請け負わせること。 

   なお、特殊工事である場合や、技術的に対応可能な市内業者が存在しない場
合等、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

 

２ 制度運用の厳格化の内容 
（１）下請制度の取扱いについては、従前より実施してきましたが、令和８年度か

らは厳格に運用を行うものとします。 

（２）「市内業者に打診したが辞退された」等の理由のみでは、市外業者への下請負
は認めません。 

（３）監督員は、施工体制台帳に基づき、必要に応じて工事従事者の本人確認を行
うことがあります。 

 

【入札条件及び注意事項抜粋】 
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